
令和８年度

苫 小 牧 市 都 市 建 設 部 道 路 建 設 課

苫小牧市単独道路標準仕様書



１． 施工一般に関する事項

1．

2．

２． 土工に関する事項

１．

２．

路体盛土、路床盛土（図－１）

３． 縁石及び雨水処理に関する事項

１．

２．

３．

４．

　路体盛土、路床盛土の一層の仕上がり厚は路体部３０㎝以下、路床部は２０㎝以下とし、各層ごとに締
め固めなければならない。（共通仕様書　道路土工 1-4-4-3）  （図－１）

　Ⅱ型縁石等の切下げが必要な歩道部における車両乗り入れ箇所の標準的考えは、普通乗用車の車庫
で低下縁石４本とするが、事前に沿線住民の要望・利用状況等を把握し柔軟に対応すること。ただし、あ
まりに現況にあわない要望がある場合は監督員と協議すること。

路床盛土

凍上抑制層

下層路盤

路体盛土

　目地モルタルは、指定された配合のものとし、鉄製の手ハンマーで硬く突き固め、仕上げは目地ゴテを
用い目地深さ１ｍｍ程度とすること。また、伸縮目地材には接着剤を塗布すること。なお、流し込みモルタ
ルを使用する場合は監督員の承諾を得ること。（図－２）

　伸縮目地は間隔を指示された場合を除き１０ｍ程度に１箇所設置するものとするが、この場合、基礎コ
ンクリートにも同位置に設けること。（概ね縁石1本以内で１０ｍ以下）　ただし、縁石低下区間には設けな
いこと。

　敷モルタルは、指定された配合のものとし基礎コンクリート面及び接合面を清掃した後、水を打って充分
湿らせ、据付にあたっては手ハンマーで衝撃を与えて接着を良くし、余分なモルタルは取り除き金ゴテ仕
上げとする。(図－２）

　本線より巻き込んだ所へ設置するＵ型トラフ蓋の天端高は、原地盤より５ｃｍ程度低くし、蓋については
手掛け付を使用すること。また、流入口にはトラフ蓋を設置する等、土砂の流入を防ぐ対策をすること。

　コンクリート塊、アスファルト塊等の廃棄物処理については、必ずマニフェスト伝票を提示すること。(コ
ピーではなく原本提出：Ａ票、Ｂ１票(自社運搬の場合)、Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ票）

1
.0
0

　準備工における伐開除根・表土はぎは「北海道共通仕様書第１編第４章　道路土工」による。また、作業
範囲が設計図書に示されていない場合は監督員と協議する。
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縁石布設方法（図－２）

合成樹脂系・t=10㎜

４． 排水工に関する事項

１．

グレーチング摺付け方法（図－３）

２．

人孔（鉄蓋）摺付け方法（図－４）

表面目地こて仕上げ（深さ１㎜程度）
水分を補充しながら平ハンマーで突き固める

目地ﾓﾙﾀﾙ 1:3又は流し込みﾓﾙﾀﾙ

人孔鉄蓋のモルタル摺付け

（図－５）

目地10～20㎜

２㎝以上確保

表面金ごて仕上げ又は目地ごて仕上げ

2
0
m
m

30㎝

60

150

30㎝

80

4
0

モルタル

調整ブロック

2
5

敷ﾓﾙﾀﾙ 1:3

30～100㎝15㎝

1
0

30～100㎝

　人孔の天端高は車道部の場合、舗装面より１ｃｍ低く設置し蓋の手前３０ｃｍから摺り付ける。また、歩
道部の場合も舗装面より１ｃｍ低く設置する。（図－４）

清掃、水を打つ

　雨水桝の設置にあたっては、上下部桝のズレがないよう下部桝の設置には充分注意を払うこと。また、
グレーチング蓋には道路の横断勾配にあわせ、舗装面より２㎝(縦断勾配がない場合は監督員と協議し
高さを設定してもよい）低く設置し、固定するモルタルはグレーチング上面より２cm以上下げて施工する。
　また、舗装の摺付けは道路の排水勾配を考慮し（縦断勾配が少ない場合は左右の摺付けを長くする）
グレーチング蓋の手前１５cm及び左右３０～１００cmから摺り付けること。（図－３）

基礎コンクリート

表面金ごて仕上げ 目地材（10m毎に1箇所・両面に接着剤を塗布）

10

2
0
m
m

敷ﾓﾙﾀﾙ 1:3

鋼製平ハンマー
８㎜程度
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３．

４．

５．

６．

７．

８．

取付管取付方法（図－６）

９．

１０．

１１．

１２．

１３．

　マンホール鉄蓋の据え付けに当たって向きは車両の進行方向に関係なく、鉄蓋受枠の足掛とマンホー
ルの足掛が一致する方向に取付けること。

　調整リングｔ＝５ｃｍは上段にまとめることとし、原則として２段以上設置すること。

弁筺摺付け方法（図－７）

1
5
0

　人孔鉄蓋のモルタルは調整ブロックより舗装道路で２．５ｃｍ、砂利道４．０ｃｍの厚さとして摺り付ける。
(図－５）

　本管の開口にあたっては穿孔機を使用し、クラック等が生じないように充分注意すること。また、本管に
落ちた管の破片等はきれいに取り除かなければならない。

　本管及び取付管の掘削にあたっては特に、土留工及び掘削面の安定勾配に注意し、作業の安全を確
保すること。

　桝-桝縦断管(塩ビ管)布設時の小杭打ちを行う場合は、塩ビ管１本（４ｍ）付２箇所とし、雨水管および縦
断管を固定した番線は埋め戻しと同時に切断し確認の写真を撮ること。

150以上

　水道弁筺・ガス弁筺の天端高は、車道部・歩道部共に舗装面より１ｃｍ低く設置する。弁筐と舗装の摺り
付け角度は弁筐より３０°とする。また、既設弁筐が旧型の場合や中心が大きくずれている場合は施工
前に監督員へ報告し指示を受けること。（図－７）

　塩化ビニール管で桝、人孔に取り付ける場合は取付部に砂付管を使用、若しくは乾いた砂を塗布しモル
タルの接着を良くしなければならない。（図－６）

　本管への取付は本管１本につき１箇所の取付けを原則とし、管端から５０ｃｍ以内は避けなければなら
ない。また、取付間隔は１ｍ以上とする。(別図－1）

モルタル1：2又は
樹脂系接合剤で仕上る

砂付け加工

（金ごて面いち仕上げ）

　取付管の施工において雨水桝と雨水桝・人孔との取付は原則直管のみ使用する。取付けが極端に斜
めになる場合は曲管を雨水桝に近接して設置し、できるだけ取付が直角になるようにする。（図－８）

モルタル1：2又は樹脂系接合剤

硬質塩ビ管φ150㎜

　桝－桝縦断管の施工において原則縦断管を中間桝と下部桝の接合部に設置しないこと。現地埋設物
の取合い等で雨水桝接続部に設置しなければならない場合は監督員と協議すること。（図－９）

0.01m

弁筐 30°
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（図－８） （図－９）

上部

曲管 中間

縦断管

５． 道路照明施設の設置に関する事項

１．

２． 　ベースプレート式の場合、アンカーボルト及びナットにキャップを付けること。

３． 　分電盤の塗装色及び鍵については監督員と協議し決定すること。

６． コンクリートに関する事項

１．

２．

７． 巻き込み、取付道路の端部処理について

１．

（図－１5）　　　　
（図－１5）

イメージ図 平面図

特変B 導水変形B 摺付け

本
線

縁石3本分

1m

摺付け

原則使用しない

接合部に縦断
管を設置しない

　道路照明施設維持管理用ナンバープレート（糸井道路管理事務所から支給）は、プレート上端が地上高
２．０ｍになるように貼り付けること。貼り付け後、電気施設引継書(お客様番号(北電から施工業者へ通
知)が入っているか確認すること)と、姿写真を収めた電子データを提出すること。なお、姿写真は照明灯
全体が入るように撮影し、写真ファイルごとにその照明灯の管理番号を名前として付けること。

　本工事に使用するコンクリートは、特に指定された場合を除きレディーミクストコンクリート(JISマーク表
示認証工場)の使用を標準とする。

　コンクリートの品質管理において、総使用量が５０ 未満の小規模な場合には、監督員と事前に協議を
行い、上記認証工場の品質証明書を添付することで省略することができる。

　未整備路線との巻き込みは標準的（車両誘導のため）にRエンドから縁石３本で終わる。

人孔

縁 石

桝
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2．

（図－１6）

3．

（図－１7）

平面図

D U型側溝
(再利用)

断面図 VUφ150

摺り付け区間 A C

A B C

D

本
線

1m

　本線と摺付舗装は将来の道路整備の手戻りが生じないように、点Ａと点Ｂは多少平行区間を設けて現
道の点Ｃとを結ぶ。また、Ｄ－Ｄ断面の計画高は将来の道路計画高を考慮し決めること。（図－１7）

注２）雨水処理については、現地の状況をよく確認し、必
    　 要かどうか判断すること。

D-D断面は将来の整備の際に手戻りが
生じない計画高を設定すること。

Xm

　既設巻き込みがⅡ型縁石で終わっており、そこから本線整備を行う場合は、本線内で縁石の摺り付けを
行う。（図－１6）

注１）摺り付け区間（１m＋Xm）は最低３mとし、交差点部
    　 急勾配２．５％を目安にXの値を決める。

本線既設
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８． 歩道における安全かつ円滑な移動の確保について

１． 車両乗入れ部の構造（原則として１ｍ以上の平坦部分を連続して設ける）

１）植樹帯等の幅員内で摺付けを行う構造  

（図－１1）

２）歩道内において摺付けを行う構造

（図－１2）

３）歩道等の全面切り下げを行う構造

（表－１） （図－１3）

２． 横断歩道箇所等における車道との摺付け

１）車道との摺付け部の構造

（図－１4－１） （図－１4－２）

３．

４． その他

生活道路のバリアフリー化参考例（図－10）

歩道2.5m×1.25mの場合 歩道2.0m×1.25mの場合

隅切り部分は下がる

2
.5 5％以下

A

A

B

B B

特Ｂ変形

　摺付け部の縦断勾配は５％以下とし、水平区間は１．５ｍ程度とする。又、車道と歩道との段差は視
覚障害者の安全な通行を考慮して２cm以下とする。

　横断歩道箇所における分離帯は車道と同一の高さとする。ただし、歩行者及び自転車の横断の安
全を確保するために、分離帯で滞留させる必要がある場合は、その段差は２cm以下とする。

5
％
以
下

Ｄ

2
.0 5％以下

導水Ｂ変形

　交通バリアフリー法に基づく「重点整備地区」に指定されている場合は、「道路の移動円滑化整備ガイド
ライン　平成２７年５月　 国土技術研究センター」による。

Ｃ

2％以下

1.5

　歩道の施工幅員、交差点の形状等により施工方法が異なる場合があるので、工事監督員と十分協
議し施工すること。

　植樹帯等がある場合には、当該歩道等の幅員内での連続的な平坦性を確保するために、当該植
樹帯等の幅員内で摺り付けを行い歩道等の幅員内には摺り付けのための縦断勾配、横断勾配又は
段差を設けないものとする。この場合の摺り付け勾配は１５％以下とする。

　高齢者、身体障害者その他の歩行者（車いす、乳母車を利用する者を含む）及び自転車の安全かつ
円滑な通行を確保するため、縁石を含めた幅員が２．５ｍ以上の歩道について、次のとおり「歩道にお
ける段差及び勾配等に関する基準」を定めたので、これにより歩道整備の推進を図る。

1.5

　また、生活道路のバリアフリー化は下記（図－10）を参考に行う。だだし、下記によりがたい場合は
監督員と協議する。

Ｄ
2％以下

1.25

　歩道等の幅員が狭く１）、２）の構造による摺付けができない場合には、民地側も宅地の高さに合わ
せて切り下げる。この場合の摺り付け部の縦断勾配は５％以下とする。（施工誤差を考えると４％以
下と考える)

B

特変A-1,A-2

A

5
％
以
下

　植樹帯等がない場合又は、植樹帯があっても１－１）の構造がとれない場合は１ｍ以上の平坦部を
確保し、摺り付け部の横断勾配を１５％以下とする。

1.25

Ｃ

A
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注１）歩道の水平区間は巻き込み始点Ｃから摺り付け区間との間に 注１）歩道の水平区間は特変始点Ｃから摺り付け区間との間に

　　   1.5ｍ程度設けることが望ましい。しかし、困難な場合は特変終        1.5ｍ程度設けることが望ましい。しかし、困難な場合は

　　   点Ｄから1.5ｍ以上設ける。        特変終点Ｄから1.5ｍ以上設ける。

注２）排水性舗装としない場合は、交差点部に水がたまる可能性が 注２）排水性舗装としない場合は、交差点部に水がたまる可能性

　　   高いため、水平部を設けず交差点内も横断勾配２％とする。 　   　が高いため、水平部を設けず交差点内も横断勾配２％とする。

歩道1.25m×1.25mの場合 歩道1.25m×0.0mの場合

注）歩道の摺付け区間は特変始点Ｃから５％以下で摺付ける。 注）歩道の摺付け区間は特変始点Ｃから５％以下で摺付ける。

　　ただし、施工誤差を考えると４％以下が望ましい。  ただし、施工誤差を考えると４％以下が望ましい。

植樹帯等の幅員内で摺付けを行う場合（図－１１）

歩道内において摺付けを行う場合（図－１２）

表－１
歩車道縁石Ⅱ型（１５㎝）

歩道幅員
2.0ｍ
2.5ｍ
3.0ｍ

導水Ｂ変形

2
％

2.252.0

すりつけ部Ｗ3 水平部Ｗ2

ｍ
ｍ
ｍ

すりつけ部勾配すりつけ部Ｗ3

ｍ 12.2
ｍ

0.75 ％
ｍ

1.751.0 ％8.76 ｍ

水平部Ｗ2

Ｗ
2

すりつけ部W3

2ｍ以上(1.0)

2ｍ以上(1.0)

10～15％以下

すりつけ部W3

2％

Ｗ
2

Ｗ
3

植樹帯 2％ 10～15％以下

車両乗り入れ部Ｗ1

Ｗ
1

車両乗り入れ部Ｗ1

水平部Ｗ2

1
.2
5 特Ｂ変形

ｍ1.0

隅切り部分は下がる

Ｗ
1

2
％

Ｗ
3

水平部Ｗ2
すりつけ勾配＝10.00％ すりつけ勾配＝15.00％

1.25

ＬＥＶＥＬ

Ｂ　－　Ｂ

1
.2
5

特変A-1,A-2

5％以下

Ｃ

Ｄ

2%

Ａ　－　Ａ

5％以下

断 面 図

Ｃ

すりつけ部勾配

1.5
1.25

5
％
以
下
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歩道等の全面切り下げを行う場合（図－１３）

Ｂ－Ｂ

歩道等の全面切り下げを行う場合（図－１４－１）

（横断歩道箇所）

Ａ

○

Ａ－Ａ

歩車道縁石（一般部）

Ｂ

歩 道 水 平 区 間

5％以下

車両乗り入れ部Ｗ1

5％以下

Ｂ

2ｍ以上(1.0)

2
％

横 断 歩 道

低下縁石

路上施設

歩道一般部歩道すりつけ区間
縦断勾配5％以下

歩道すりつけ区間

縁石天端

Ａ

2％

ＬＥＶＥＬ

すりつけ部W3水平部Ｗ2

2ｍ以上(1.0)

Ａ－Ａ

すりつけ部W3

車両乗り入れ部Ｗ1

水平部Ｗ2

Ａ

縦断勾配5％以下

歩道一般部

縁石天端

横断歩道水平区間

横 断 歩 道 幅 縁石すりつけ

○

摺付け歩道面

歩道面摺付け

Ａ

○

変形縁石
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歩道等の全面切り下げを行う場合（図－１４－２）
（交差点以外に横断歩道がある場合）

※歩道全面切下げ時の低下部は、すりつけ部の横断勾配を設けないことから、縁石側の低下幅より台形状に広がる。

※車道に縦断勾配がある場合は左右のすり付け形状は非対称となる。

全面切下げのイメージ図
（車道側から見たイメージ）

既設交差点のバリアフリー改良イメージ図
車道縁石の裏側が見える

舗装止縁石を摺付ける

2%5％以下

歩道一般部横断歩道すりつけ区間

縦断勾配5％以下

４％以下

5％以下

縦断勾配5％以下 横 断 歩 道

歩道一般部

既設隅切りが下がる

既設隅切りは従来より低くなり、それに伴い舗装
止縁石を手前より摺付ける。また、車道縁石の裏
側が一部見える形となる。

横断方向

２％以下
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改良前の状況：

改良計画　　　：
Ａ

Ｂ 点Ｃから水平区間を設けＢ－Ｃ間を４％で摺付ける
A A ・改良は点Ｂよりはじまる。

LEVEL

断 面 図

既設交差点のバリアフリー改良例

主
道
路

Ｂ　－　Ｂ

Ｒ＝５ｍ

②

2%

Ａ　－　Ａ

Ⅱ型縁石

Ｃ

Ⅰ
型
縁
石

B

1.5 2.5

4.0

４
％
以
下

特変A-1,A-2

2
.0

主道路は土現型、従道路はⅡ型となっているので、
図ー１５のとおりⅠ、Ⅱ型縁石で摺り付ける。なお、標
準縁石と特変Ｂは２本摺り付けとする。

①

４％以下

隅切りは従来より10㎝程度低くなるが、低く出来ない理由
がある場合は舗装止縁石の裏側を見せる

２
％
以
下

Ｄ

縁石は土現型縁石、巻き込み Ｒ＝５ｍ、標準縁石と
特変Ｂとの摺り付けは１本だけ

バリアフリーの原則でいくと巻き込み始点Ｄから１．５
ｍ程度の水平区間を設けて５％以下で摺り付けるこ
とになり、改良は点Ａから始まることとなるが、地域
性・経済性を考慮し最小限の改良とする。

特変Ｂ３ｏｒ４本

従道路

B

特変Ａ-1,A-2
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９． その他安全に関する事項

１．

２．

【自然災害発生時の作業中止および避難に関する事項】
１．自然災害発生時の作業中止
　台風、暴風、豪雨、地震、雷、高潮、洪水、土砂災害等の自然災害が発生し、または発生のおそれが
ある場合は、監督員からの指示の有無にかかわらず、作業員の安全を最優先とし、直ちに作業を中止
すること。
　また、自然災害の発生または発生のおそれにより作業を中止し現場を開放する場合であっても、第三
者の通行に支障が生じるときは、必要な安全措置を講じ、可能な限り通行を確保すること。
　通行の確保が困難な場合は、現場責任者は速やかに監督員へ報告し、指示を受けるとともに、必要
に応じて通行止め、迂回路の設定その他の安全確保措置を講じること。
2. 避難措置
　作業中止後は、現場責任者の指示に従い、速やかに安全な場所へ避難すること。避難に際しては、
作業員の所在確認を行い、全員の安全を確保すること。
3. 事前の安全確保措置
　自然災害が予見される場合は、資機材の飛散防止、機械設備の停止・固定、仮設構造物の点検等、
災害防止に必要な措置を講じること。
4. 報告義務
　作業中止および避難を行った場合は、その状況および安全確認結果を速やかに監督員へ報告するこ
と。

【1. 熊出没リスクへの基本方針】
　受注者は、苫小牧市発注工事において熊の出没による労働災害および第三者被害を防止するため、
必要な安全対策を講じなければならない。熊の出没は工事の安全性に重大な影響を及ぼすことから、
受注者は監督員と協議のうえ、適切な予防措置および緊急時対応を実施するものとする。
【2. 事前調査・予防対策】
　受注者は、着工前に以下の事項を実施し、その結果を監督員へ報告すること。
　・周辺地域の熊出没情報の収集
　・現場周辺の環境（藪、残置物、餌となる廃棄物等）の確認
　・残置物撤去、廃棄物管理の徹底
　・熊忌避装備（熊避け鈴、熊撃退スプレー等）の携帯
【3. 熊の目撃・痕跡発見時の対応】
　受注者は、熊の目撃情報または足跡・糞等の痕跡を確認した場合、以下を速やかに実施すること。
　・作業の一時中断および作業員の安全確保
　・苫小牧警察・苫小牧市環境衛生部環境生活課への通報
　・監督員への報告
　・監督員と協議のうえ、作業再開の可否を判断
【4. 作業員への周知・教育】
　受注者は、熊出没リスクおよび緊急時対応について、作業員に対し事前教育を実施し、記録を作成・
保存すること。
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別表－２－１

現地調査のとりまとめ方について（参考）

※杭間距離も測ること
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別表－２－２
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（別図－1）
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取付け道路巻き込み部摺り付け方法（一般市道の場合）
参考

Ｗ1＞W2の場合

Ｗ1＜W2の場合

Ｌ＝
Ｗ1
４

Ｌ＝
Ｗ1
２

Ｗ
1

Ｗ2

Ｗ2

Ｗ
1

（車道）

（車道）

L

L
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R7ゼロ市工事から適用
都市建設部 道路建設課

 提出書類の統一化を図るため、工事が完成した後に保存する書類について、標準的な提出成果品
一覧表を下記に示す。詳細については、監督員に確認すること。

※（参考）北海道建設部建設政策局建設管理課「提出書類のガイドライン」 提P〇〇

※（参考）北海道建設部建設政策局建設管理課「北海道土木工事書類簡素化ガイド」 簡P〇〇

提出
工事検査課 監督員 受注者

1 〇 〇

一枚目に提出日、決裁欄を記載。
コリンズの確認はメールにて。※3

再生資源利用計画書、実施書は電子
データも提出。※4

現場組織表に施工体系図は添付不要。
※簡P8

2 履行報告書（工事旬報） 〇 【単独事業は提出不要】

3 工事写真 ※1  ※4 ※5 〇 〇
排出ガス対策型・低騒音型建設機械の
写真は不要。

4 段階確認願い・立会願い 〇 〇
一覧表を添付。
写真は、段階確認願い・立会願い、工
事写真のいずれかに添付。

5 工事施工協議簿 ※4 ※6 〇 〇 〇
一覧表を添付。
協議事項が無い場合は作成不要。

6 使用材料確認・承諾届 ※8 〇 一覧表を提出。※7 ※提P22

7 試験成績書（性能試験結果等）※8 〇 【単独事業は提出不要】

8 〇 〇

9 〇 〇
計測状況の写真は、工事写真に添付。
※簡P19

10 〇 〇 A3及び電子データ ※4 を提出。
出来形図に品質管理項目は記載不要。

11 社内検査報告書 〇 〇 代表者の押印不要。※提P8

12 工事特性・創意工夫・社会性等 〇 任意
13 施工体制台帳 ※6 ※9 ※簡P15 〇 〇 監督員用として複製。

14 〇 〇 検査用として複製不要。※6

15 〇 返却するので複製不要。※提P20

処分場への搬出状況の写真は不要。

舗装コア 〇 〇
【単独事業は密度測定用の
写真添付のみで可（コア裏面も確認で
きる写真を添付）】

使用資材総括表 施工計画書に一覧表のみ添付。
交通誘導警備員配置集計表 施工計画書に一覧表のみ添付。

現場環境改善計画書、実施書
実施計画を施工計画書に記載。※簡P22

実施状況を工事写真に添付。
【単独事業は提出不要】

境界杭確認簿（道路工事のみ） 〇 電子データ ※4 を提出。

安全訓練等実施状況報告書
（災防協・社内パトロール・新規入場者含む）

土木工事関係書類（成果品）の簡素化について

提出成果一覧表

成 果 目 録 保 管 ※5 備   考

産業廃棄物処理集計表 ※6

（マニフェスト含む）

施工計画書 ※1 ※2

品質管理図書
（総括表・結果及び図表）
出来形管理図書
（総括表・結果及び図表）
出来形図
（検定用ラミネート含む）



※１ 原則両面印刷とするが、両面印刷にそぐわないものは片面印刷としても良い。

※２ 工種の追加等による提出済みのページ番号、項目番号等の修正は不要。※簡P8

※３ コリンズの登録内容は、システムから監督員へ送信されたメールにて確認後、回答を返信する。※簡P7

※４ 電子データ提出物
 再生資源利用計画書・実施書、出来形図(JWW / pdf)、工事写真、境界杭確認簿、工事施工協議簿 ※6

※５ 工事写真の電子データ提出にあたり以下の点に留意すること。
   ・各工種・区分毎にフォルダを作成しデータ格納すること

 例 01_工事着工前・完成、02_準備工、03_道路土工、04_構造物撤去工、05_排水構造物工・・・
   ・オリジナルデータ（JPEG等)での提出とすること

※６ 成果品の保管については、以下の点に注意すること。
 ・工事施工協議簿 → 発注者、受注者の双方にて10年間保管 ※建設業法第40条の3、苫小牧市文書管理規程第28条
 ・施工体制台帳 → 受注者にて5年間保管 ※建設業法第40条の3
 ・安全訓練等実施状況報告書 → 受注者にて5年間保管 ※建設業法第40条の3
 ・産業廃棄物処理集計表 → 受注者にて5年間保管 ※廃棄物処理法第12条の3

※７ 製品名、形状（寸法）、製造工場名、納入商社名、JIS規格品表示（別紙様式による）

※８ JIS規格品の品質を証する資料の提出は不要。
  ただし、監督員の請求があった場合には、速やかに提出すること。

※９ 施工体制台帳の取扱いについて（令和5 年2月24日建管第1504号）を参照し、必要な書類のみ添付。
建設業許可証、資格証、実務経歴書厚生年金保険、雇用保険加入を証する書類の添付は省略可。

※10 交付金事業は、従来どおり各成果目録ごとに提出すること。
インデックス等は評定書の点数に含まれないため、各項目が分かる程度の簡易にして問題ない。

※11 単独事業は、ファイルを合冊して問題ないが、以下の点に注意すること。
   ・ファイルを統一する際は、キングジムのようなファイルを用いること。
   ・各目録、項目が分かるようにカラーインデックス等を用いて区別を図ること。

 ・安全訓練等実施状況報告書、産業廃棄物処理集計表は、それぞれ１冊づつ。（青枠）
上記以外の書類（赤枠）は、まとめて1冊としても問題ない。→ 計３冊～

   ・上記一覧表の番号順に綴ること。


